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2016 年 9 月 11 日・若宮町内会理事会議事録 

2016.9.12 確定版 

日時：2016 年 9 月 11 日（日曜）9:30～11:30 場所：鎌倉消防署 3 階集会室    

出席：藤島、島田、臼田、松浦、林、田邊、永井、基島、大久保、鈴木（記） 

議事概要 

 

1. 審議報告事項 

(1) 全般 

 大規模災害に備える「避難行動要支援者名簿」の取扱い 

2013 年の災害対策基本法改正によって市町村に義務つけられた、①避難行動要支援者名簿の

作成（同法 49 条の 10）と、②避難支援等の実施に携わる関係者への名簿情報の提供（同法 49

条の 11）に基づき、鎌倉市から自治会・町内会に対して「要支援者」に関わる情報の提供が行

われることになった。このため若宮町内会としての対応について役員・理事によるフリーディ

スカッションを行った結果、以下の意見があった。 

 市から名簿提供の申し出があれば一旦町内会で預かる。 

 そのうえで、更なる情報が必要と判断される方々について、町内会役員でもある民生委員

が中心になって本人もしくは家族から聴取を行う。 

 市から受け取った名簿情報＋民生委員による聴取情報を、町内会役員の数名がシェアする。 

情報の更なるシェア（例えば班長さん、近隣の方など）、および実際にどのような支援が出来

るか等については、市からの情報開示があった時点もしくは追加情報聴取を行った時点で改め

て議論する。 

(2) 総務・会計 

 班長名簿更新版を役員に配布した 

 夏祭りの報告：雨にも拘わらず 300 人を超す来場があったこと、ゲームの参加者が多かったこ

となどの報告があった。 

(3) 子ども会 

 7 月 25 日  映画鑑賞会を実施。参加者は子ども 27 名、保護者 18 名／計 45 名。 

 9 月 18 日にシルバー会の方へ、お花をお届けする予定。 

 市民運動会参加者のお弁当については、今年から保護者が所属する自治会町内会が準備するこ

ととなった。したがって、地区外自治会への費用配賦はない。 

(4) 青少年指導員（前月報告のうち未実施分を記載） 

 子供キャンプ、10/22～23の 1泊 2日、於愛川ふれあいの村、対象は小学校 4-6年生 

 第１０回中学生作文コンクール、テーマ「歴史と文化を守るまち」9/5に締め切られた 

 9/10 ビーチコーミング、集合 9:00滑川交差点桜貝の歌の碑付近 

(5) 民生委員 

 8/18(木) 女性のための更正保護施設 両全会(代々木)を見学した。 

 8/25(木) 福祉相談会 於：福祉センター 

 9/4(日) 福祉祭り 於：福祉センター 

(6) 防犯、シニア会 

 傘壽と百壽のお祝い ：8 名（何れも傘壽）にお渡しすることになった。 
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 日帰りバス旅行の応募状況：現状で 35 名程度。 

(7) 町美化 

 9/25(日) クリーンアップかまくら、集合場所の近くを中心に行う。鎌倉市政を考える市民の会

からも参加。  

 民泊等による不法ごみ出しが散見される。すぐに市に言うことで重点的に対応して貰える。 

(8) 防災・海の家 

 11/10 津波避難一斉訓練：訓練の詳細について 9/13(火)に総合防災課による説明会があり、 

臼田理事が出席する。 

 11/12 救急搬送訓練 

訓練の内容について 9/13(火)9:00AM から臼田理事と会長・副会長他が消防署の訓練担当者と

打ち合わせを行う。 

 町内会消火器の新品交換実施について： 

交換時期が来ている 17 基中 8 基、および損傷しているケース 1 基について今期交換を行い、

残りの 9 基は来年度に交換することとなった。 

 前回理事会で継続審議となった防災備蓄強化について： 

町内会がどの程度の防災備蓄品を保有すべきかについて議論が集約されていないので、今後理

事会の中で議論を詰めたうえで必要があれば総会等に諮る。 

 8/27(土)および 28(日)に海浜公園で開かれたカーニバルに関し以下の意見書を市に提出する。

①海浜公園が有する都市公園機能を阻害しないイベント運営とするよう主催者を指導する。

（例：公園内への車両乗り入れや駐車の禁止、公園内散策路でロバタクシーを運行することの

禁止、等々）②パンクロック等騒音を伴う音楽をステージ上で演奏することの禁止。 

 海浜公園および周辺地域の騒音、環境、風紀紊乱…時間の関係で次回まわしとした 

(9) 夏祭り総括 

以下について意見集約が出来たので、来年の運営に生かす。 

 雨天時の対応：大型テント 2 基のスペースを作り、来場者が雨に濡れず飲食できるようにする 

 電気・水：個人家庭のご負担を避けるような対応を行う。 

 その他、ボランティアデータベース整備、近隣事業所との関係強化等々。 

 

雨天のため高砂稲荷清掃は行わず 11:30 散会 

 

2. 次回理事会：10/2(日)9:30～10:30 於鎌倉消防署 3F 集会室 

以上 


